
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

問
合
先

●
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合 

給
付
課

（
☎
06
・
４
７
９
０・
２
０
３
１
）

●
国
保
年
金
課

国
民
年
金

　
　

問
合
先　

国
保
年
金
課

国民年金 ほか
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
」
発
行

〜
年
末
調
整
・
確
定
申
告
ま
で

大
切
に
保
管
を
！
〜

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
及

び
住
民
税
の
申
告
に
お
い
て
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
そ
の
年
の
１
月
１
日
〜
12
月
31

日
に
納
付
し
た
保
険
料
が
対
象
で
す
。

過
去
の
年
度
分
や
追
納
し
た
保
険
料
、

ま
た
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
支

払
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
保
険
料
も

控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
２
年
前
納

し
た
場
合
は
、
納
め
た
年
に
全
額
控

除
ま
た
は
各
年
分
の
保
険
料
相
当
額

を
各
年
で
控
除
の
ど
ち
ら
か
を
選
択

で
き
ま
す
。
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
し
た
人
は
、「
社
会
保
険
料
（
国

民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
が

日
本
年
金
機
構
か
ら
下
記
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
で
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
年

末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に
は
こ
の

証
明
書
（
ま
た
は
領
収
証
書
）
を
使

用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、「
社
会
保
険
料
（
国
民
年

金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
は
、

e-Tax

で
利
用
で
き
る
電
子
版
の
交

付
も
行
っ
て
い
ま
す
。
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
か
ら
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
に

ロ
グ
イ
ン
し
、
電
子
送
付
希
望
の
登

録
を
す
る
と
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の

「
お
知
ら
せ
」
で
電
子
版
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
登
録
を
す

る
と
郵
送
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。）

　

電
子
版
の
利
用
方
法
な
ど
は
、
日

本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

●
貝
塚
年
金
事
務
所
（
☎
４
３
１
・

１
１
２
２
）

●
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル　

０
５
７
０・
０
０
３・
０
０
４
（
ナ
ビ

ダ
イ
ヤ
ル
）

※
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
か
ら
は

☎
03
・
６
６
３
０・
２
５
２
５
へ

対　象 送付時期

① 令和6年1月1日～9月30日に
国民年金保険料を納付した人

令和6年10月下旬
～11月上旬にか
けて順次郵送

②
令和6年10月1日～12月31
日に国民年金保険料を納付し
た人（①の対象者除く）

令和7年2月上旬
郵送

柔
道
整
復
、
は
り
、
き
ゅ
う
、

あ
ん
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ

　

健
康
保
険
で
受
け
ら
れ
る
ケ
ー
ス

は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
正
し
く
理
解

し
、
適
切
な
受
診
を
す
る
こ
と
は
医

療
費
の
適
正
化
に
つ
な
が
り
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
柔
道
整
復
師
の
施
術
を
受
け
る
と
き

【
健
康
保
険
が
使
え
る
場
合
】

骨
折
・
脱
臼
・
打
撲
お
よ
び
捻
挫
な

ど
（
肉
ば
な
れ
含
む
）

※
骨
折
・
脱
臼
に
つ
い
て
は
、
応
急

手
当
を
す
る
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か

じ
め
医
師
の
同
意
を
得
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

【
施
術
を
受
け
る
と
き
の
注
意
】

●
単
な
る
肩
こ
り
、
筋
肉
疲
労
な
ど

に
対
す
る
施
術
は
保
険
の
対
象
に
な

ら
ず
全
額
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

●
柔
道
整
復
師
が
患
者
に
代
わ
っ
て

保
険
請
求
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ

て
い
る
た
め
、
自
己
負
担
を
支
払
う

こ
と
で
施
術
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
施
術
を
受
け
た
と
き
に
は
、

「
療
養
費
支
給
申
請
書
」
の
施
術
内

　

柔
道
整
復
な
ど
の
施
術
を
受
け

た
と
き
は
、
医
療
費
控
除
の
対
象

と
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
領
収
書

を
受
け
取
り
ま
し
ょ
う
。

容
な
ど
を
確
認
し
、
署
名
ま
た
は
押

印
し
て
く
だ
さ
い
。

■
医
師
が
必
要
と
認
め
た
、
は
り
、

き
ゅ
う
、
あ
ん
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
の

施
術
を
受
け
る
と
き

【
健
康
保
険
が
使
え
る
場
合
】

●
は
り
、
き
ゅ
う
…
神
経
痛
・
リ
ウ

マ
チ
・
頸
腕
（
け
い
わ
ん
）
症
候
群
・

五
十
肩
・
腰
痛
症
・
頸
椎
（
け
い
つ

い
）
捻
挫
後
遺
症
・
そ
の
他
慢
性
的

な
疼
痛
（
と
う
つ
う
）
を
主
症
と
す

る
疾
患

●
あ
ん
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
…
筋
麻
痺
・

関
節
拘
縮
な
ど
で
、
医
療
上
マ
ッ

サ
ー
ジ
を
必
要
と
す
る
症
例

【
施
術
を
受
け
る
と
き
の
注
意
】

●
保
険
の
適
用
に
は
、
あ
ら
か
じ
め

医
師
の
発
行
し
た
同
意
書
ま
た
は
診

断
書
が
必
要
で
す
。

●
単
に
疲
労
回
復
や
慰
安
を
目
的
と

し
た
も
の
や
、
疾
病
予
防
の
た
め
の

マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど
は
、
保
険
の
対
象

と
な
ら
ず
全
額
自
己
負
担
に
な
り
ま

す
。

●
保
険
医
療
機
関
（
病
院
、
診
療
所

な
ど
）
で
同
じ
対
象
疾
患
の
治
療
を

受
け
て
い
る
間
は
、
は
り
、
き
ゅ
う

施
術
を
受
け
て
も
保
険
の
対
象
に
は

な
り
ま
せ
ん
。

広　告

この広告掲載についてのお問い合わせは、合同会社 IM総合企画（☎072-275-5449）へこの広告掲載についてのお問い合わせは、株式会社 宣成社（☎06-6222-6888）へ
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